
 

◆ 技術検討に必要な書類 
 

 

必要な申請書類 認証品 非認証品

1.低圧太陽光発電用連系諸元一覧表 ○ ○ 

2.単線結線図，平面図 ○ ○ 

3.漏電遮断器仕様書(カタログ等) ※1 ○ ○ 

4.ＪＥＴ（財団法人 電気安全環境研究所）認証証明書 ※2 ○  

5.直流発電機（モジュール）仕様書 ※3 ○ ○ 

6.逆変換装置（ＰＣＳ）仕様書 ※4 ○ ○ 

7.電気主任技術者の選任申請書又は不選任承認申請書 ※5 ○ ○ 

8.複数台連系試験成績書 ※6 ○ ○ 

9.工場試験成績書（個別）  ○ 

10.保護継電器（装置）の一覧及び整定諸元  ○ 

11.  〃      の申請整定値及び時限  ○ 

○印が必要な申請書類 

※1：３Ｐ３Ｅor３Ｐ２Ｅ及び逆接続可能型が明記されているもの 

※2：変更があった場合は，変更確認書を含む 

※3：製造者，型式，種別，出力特性については必須 

※4：製造者，型式，認証登録番号，電気方式，定格出力，定格電圧，運転力率，自動電圧

調整装置については必須 

※5：発電出力が２０ｋＷ以上の場合は必須 

※6：同一バンク内に複数台の連系設備がある場合必須 

 

 

 


